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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直流電力を発生する直流電力発生手段から出力された直流電力を貯蔵する二次電池と、
　直流入力を受けるとその電圧を変換するＤＣ／ＤＣ変換器を少なくとも含む電力変換手
段と、
　前記直流電力発生手段と前記電力変換手段との間を電気的に接続し、前記直流電力発生
手段の直流電力を前記二次電池に充電するとともに、前記二次電池からの電力を前記電力
変換手段へ放電する充放電手段と、
　少なくとも前記電力変換手段からの電力が供給される外部電力負荷の負荷電力量を検知
する検知手段と、
　前記検知された負荷電力量に基づき、前記充放電手段の動作を制御する制御手段とを備
え、
　前記充放電手段は、
　前記直流電力発生手段の出力電圧を前記二次電池の充電圧に変換する充電側変換動作、
および前記二次電池の放電圧を前記直流電力発生手段の出力電圧に変換する放電側変換動
作を行う共用変換手段と、
　前記共用変換手段の入力側が、前記直流電力発生手段の出力側または前記二次電池の出
力側に接続されるよう制御する第１の制御スイッチと、
　前記共用変換手段の出力側が、前記ＤＣ／ＤＣ変換器の入力側または前記二次電池の入
力側に接続されるよう制御する第２の制御スイッチとを備え、
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　前記充電側変換動作を行うときは、前記第１の制御スイッチは前記直流電力発生手段の
出力側と前記共用変換手段の入力側とを接続するとともに、前記第２の制御スイッチは、
前記共用変換手段の出力側と前記二次電池の入力側とを接続し、
　前記放電側変換動作を行うときは、前記第１の制御スイッチは前記二次電池の出力側と
前記共用変換手段の入力側とを接続するとともに、前記第２の制御スイッチは、前記共用
変換手段の出力側と前記ＤＣ／ＤＣ変換器の入力側とを接続し、
　前記充放電手段は、ＤＣ／ＤＣ変換機能を有し、前記直流電力発生手段の出力電圧を前
記二次電池の充電圧に変換し、前記二次電池の放電圧を前記直流電力発生手段の出力電圧
に変換する電力制御装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記外部電力負荷が低負荷時であるときに前記充放電手段に前記充電
の動作を行わせ、前記外部電力負荷が高負荷時であるときに前記充放電手段に前記放電の
動作を行わせる制御を行う請求項１に記載の電力制御装置。
【請求項３】
　直流電力発生手段の出力から前記二次電池への電圧変換量は、前記電力変換手段の前記
ＤＣ／ＤＣ変換器による前記直流電力発生手段の出力の電圧変換量に比べて小さい請求項
１に記載の電力制御装置。
【請求項４】
　前記二次電池の電力貯蔵量を検出する電力貯蔵量検出手段をさらに備え、
　前記制御手段は、前記検知された電力貯蔵量に基づいて、前記充放電手段の動作を制御
する請求項１に記載の電力制御装置。
【請求項５】
　前記直流電力発生手段と前記充放電手段との間に設けられ、前記充放電手段の放電側か
ら前記直流電力発生手段への逆流を実質的に防止する逆流防止手段をさらに備え、
　前記充放電手段の充電側は、前記直流電力発生手段に直接電気的に接続されている、請
求項１に記載の電力制御装置。
【請求項６】
　前記直流電力発生手段の出力電圧を検知する出力電圧検知手段をさらに備え、
　前記制御手段は、前記検知された出力電圧および前記検知された負荷電力に基づき、前
記検知された出力電圧が高く、前記検知された負荷電力が低い時に前記充放電手段に前記
充電の動作を行わせ、前記検知された出力電圧が低く、前記検知された負荷電力が高い時
に前記充放電手段に前記放電の動作を行わせる請求項１に記載の電力制御装置。
【請求項７】
　前記検知された負荷電力を時間の関数として計測する負荷電力計測手段をさらに備え、
　前記直流電力発生手段の発電スケジュールは、前記負荷電力計測手段によりあらかじめ
計測された負荷電力量に基づき決定されるものである請求項６に記載の電力制御装置。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれかに記載の電力制御装置と、
　直流電力を発生する直流電力発生手段と、
　前記検知された負荷電力量に基づき、前記直流電力発生手段の入力エネルギーを制御す
る制御手段とを備えた発電システム。
【請求項９】
　請求項１に記載の電力制御装置の制御方法であって、
　前記負荷電力量を時間の関数として計測し、
　前記直流電力発生手段の発電スケジュールを、前記計測により得られた負荷電力量に基
づき決定する電力制御装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば燃料電池のような直流電力発生手段を用いて発電を行う電力制御装置等
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に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、燃料電池発電システムとしては、図７に示すようなものが知られている（例え
ば特許文献１を参照）。図７において、燃料電池４１は燃料電池本体で、水素供給手段４
２から供給される水素と空気供給手段４３から供給される空気中の酸素とを反応させ、直
流電力を発生させ、電力変換器４４によって交流電力に変換され出力される。制御装置４
５は充放電装置４６と電力変換器４４を制御し、燃料電池本体４１の発電量が固定されて
いても、充放電装置４６からの放電または充放電装置４６への充電によって、出力される
電力を可変して出力するよう制御できるものである。
【０００３】
しかしながら、このような燃料電池発電システムにおいては、燃料電池本体４１の出力電
圧を充放電装置４６の充放電電圧に合わせる必要があるが、充放電装置４６は、充放電制
御のための手段を持たないため、燃料電池本体４１の出力と、充放電装置４６内の二次電
池等の蓄電手段の定格との差を埋め合わせて、充放電装置４６を高精度に充放電制御する
ことは困難であった。
【０００４】
このような不具合を解消する技術として、次のようなものが考えられる。図８に従来例２
の燃料電池発電システムの構成を示す。図８において、燃料電池５１は燃料電池本体で、
水素と空気中の酸素とを反応させ直流電力を発生させる。ＤＣ－ＤＣコンバータ５２は、
燃料電池５１の直流電力の電圧を昇圧する。電力変換器（インバータ）５３は、ＤＣ－Ｄ
Ｃコンバータ５２により昇圧された直流電力を交流電力に変換し、電力負荷５５に対し出
力する。制御装置５４は、電力負荷５５の負荷電流を負荷電流検知器５６により検知し、
双方向ＤＣ－ＤＣコンバータ５７とＤＣ－ＤＣコンバータ５２と電力変換器５３を制御す
る手段である。
【０００５】
制御装置５４は、電力負荷５５の負荷電流に応じて燃料電池本体５１からの出力電流値が
負荷電流値を超過した場合は、双方向ＤＣ－ＤＣコンバータ５７を介して蓄電池５８へ電
力を貯えるとともに、燃料電池本体５１からの出力電流値が負荷電流値に対して不足した
場合は、蓄電池５８の電力を双方向ＤＣ－ＤＣコンバータ５７を介して電力負荷５５へ供
給する。
【０００６】
【特許文献１】
特開平６－３２５７７４号公報
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
上記従来例２（図８）の燃料電池発電システムは、電力変換器５３が、直流電力を交流電
力に変換させるために必要な電圧まで昇圧させるＤＣ－ＤＣコンバータ５２の出力と結合
した蓄電池５８の充放電制御用の双方向ＤＣ－ＤＣコンバータ５７に接続された構成を有
する。ＤＣ－ＤＣコンバータ５２により燃料電池５１本体側の出力を制御するとともに、
双方向ＤＣ－ＤＣコンバータ５７の制御によって蓄電池５８の充放電効率を高めるように
している。このとき、燃料電池５１から蓄電池５８への充電は、ＤＣ－ＤＣコンバータ５
２と双方向ＤＣ－ＤＣコンバータ５７の２つの電圧制御手段を通して行われている。
【０００８】
しかしながら、蓄電池５８の充放電圧と、ＤＣ－ＤＣコンバータ５２により昇圧された出
力の電圧との間には大きな差があり（一般にＤＣ－ＤＣコンバータ５２により昇圧された
出力電圧のほうが大きい）、これに合わせて双方向ＤＣ－ＤＣコンバータ５７の昇圧や降
圧電位差も大きくする必要があり、電力変換効率を高くすることが困難になっていた。
【０００９】
さらに、双方向ＤＣ－ＤＣコンバータ５７の電力変換効率と、蓄電池５８の充放電効率と
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の積の総合電力変換効率が低くなるため運転経済性が悪く、かつ双方向ＤＣ－ＤＣコンバ
ータ５７自身の価格も高く、コスト高となるといった課題があった。
【００１０】
本発明は、上記従来の課題を考慮し、電力の需要変化に速やかに対応し、必要とされる電
力量を高効率に発生させ、経済的かつ信頼性の高い燃料電池電力制御装置およびそれを用
いた発電システム等を提供することを目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　上記の目的を達成するために、第１の本発明は、直流電力を発生する直流電力発生手段
（１）から出力された直流電力を貯蔵する二次電池（１１）と、
　直流入力を受けるとその電圧を変換するＤＣ／ＤＣ変換器（５）を少なくとも含む電力
変換手段（４）と、
　前記直流電力発生手段と前記電力変換手段との間を電気的に接続し、前記直流電力発生
手段の直流電力を前記二次電池に充電するとともに、前記二次電池からの電力を前記電力
変換手段へ放電する充放電手段（１２，１３，１４，１００ａ、１００ｂ、１００ｃ、１
０１ａ、１０１ｂ、１０１ｃ）と、
　少なくとも前記電力変換手段からの電力が供給される外部電力負荷の負荷電力量を検知
する検知手段（９）と、
　前記検知された負荷電力量に基づき、前記充放電手段の動作を制御する制御手段（１５
）とを備え、
　前記充放電手段は、
　前記直流電力発生手段の出力電圧を前記二次電池の充電圧に変換する充電側変換動作、
または前記二次電池の放電圧を前記直流電力発生手段の出力電圧に変換する放電側変換動
作を行う共用変換手段（１８）と、
　前記共用変換手段の入力側が、前記直流電力発生手段の出力側および前記二次電池の出
力側に接続されるよう制御する第１の制御スイッチ（１６）と、
　前記共用変換手段の出力側が、前記ＤＣ／ＤＣ変換器の入力側または前記二次電池の入
力側に接続されるよう制御する第２の制御スイッチ（１７）とを備え、
　前記充電側変換動作を行うときは、前記第１の制御スイッチは前記直流電力発生手段の
出力側と前記共用変換手段の入力側とを接続するとともに、前記第２の制御スイッチは、
前記共用変換手段の出力側と前記二次電池の入力側とを接続し、
　前記放電側変換動作を行うときは、前記第１の制御スイッチは前記二次電池の出力側と
前記共用変換手段の入力側とを接続するとともに、前記第２の制御スイッチは、前記共用
変換手段の出力側と前記ＤＣ／ＤＣ変換器の入力側とを接続し、
　前記充放電手段は、ＤＣ／ＤＣ変換機能を有し、前記直流電力発生手段の出力電圧を前
記二次電池の充電圧に変換し、前記二次電池の放電圧を前記直流電力発生手段の出力電圧
に変換する電力制御装置である。
　また、第２の本発明は、前記制御手段は、前記外部電力負荷が低負荷時であるときに前
記充放電手段に前記充電の動作を行わせ、前記外部電力負荷が高負荷時であるときに前記
充放電手段に前記放電の動作を行わせる制御を行う第１の本発明の電力制御装置である。
　また、第３の本発明は、直流電力発生手段の出力から前記二次電池への電圧変換量は、
前記電力変換手段の前記ＤＣ／ＤＣ変換器による前記直流電力発生手段の出力の電圧変換
量に比べて小さい第１の本発明の電力制御装置である。
　また、第４の本発明は、前記二次電池の電力貯蔵量を検出する電力貯蔵量検出手段（１
５，１９，２０）をさらに備え、
　前記制御手段は、前記検知された電力貯蔵量に基づいて、前記充放電手段の動作を制御
する第１の本発明の電力制御装置である。
　また、第５の本発明は、前記直流電力発生手段と前記充放電手段との間に設けられ、前
記充放電手段の放電側から前記直流電力発生手段への逆流を実質的に防止する逆流防止手
段（１４）をさらに備え、
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　前記充放電手段の充電側は、前記直流電力発生手段に直接電気的に接続されている、第
１の本発明の電力制御装置である。
　また、第６の本発明は、前記直流電力発生手段の出力電圧を検知する出力電圧検知手段
（２３）をさらに備え、
　前記制御手段は、前記検知された出力電圧および前記検知された負荷電力に基づき、前
記検知された出力電圧が高く、前記検知された負荷電力が低い時に前記充放電手段に前記
充電の動作を行わせ、前記検知された出力電圧が低く、前記検知された負荷電力が高い時
に前記充放電手段に前記放電の動作を行わせる第１の本発明の電力制御装置である。
　また、第７の本発明は、前記検知された負荷電力を時間の関数として計測する負荷電力
計測手段（１５，２１）をさらに備え、
　前記直流電力発生手段の発電スケジュールは、前記負荷電力計測手段によりあらかじめ
計測された負荷電力量に基づき決定されるものである第６の本発明の電力制御装置である
。
　また、第８の本発明は、第１から第７のいずれかの本発明の電力制御装置と、
　直流電力を発生する直流電力発生手段（１）と、
　前記検知された負荷電力量に基づき、前記直流電力発生手段の入力エネルギーを制御す
る制御手段とを備えた発電システムである。
　また、第９の本発明は、第１の本発明の電力制御装置の制御方法であって、
　前記負荷電力量を時間の関数として計測し、
　前記直流電力発生手段の発電スケジュールを、前記計測により得られた負荷電力量に基
づき決定する電力制御装置の制御方法である。
【００２１】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明および本発明に関連する発明の実施の形態を、図面にもとづいて説明する
。
【００２２】
　（実施の形態１）
　図１は本発明に関連する発明の実施の形態１における燃料電池発電装置の構成図である
。
【００２３】
　直流電力発生手段に相当する燃料電池１には、改質器・水素貯蔵合金・水素ボンベなど
に代表される水素を含有する燃料ガス供給手段２と、送風ファン・送風ポンプなどに代表
される酸素を含有する酸化剤ガス供給手段３とが接続されている。電力変換手段４は、交
流電力を直流電力に変換する手段で、まずコンバータ部５にて直流電圧を昇圧し、インバ
ータ部６が昇圧された電圧を交流電力に変換し出力するように構成されている。
【００２４】
　出力線７は電力変換手段４に電気的に接続された手段で、また、電力負荷１０に電気的
に接続されている。また、負荷電力検知手段９は電力負荷１０の動作に基づき、出力線７
が出力する電力を検知する手段である。二次電池１１は電力貯蔵手段に相当し、電力を充
電して蓄積し、または蓄積した電力を放電する手段である。充電制御手段１２は、燃料電
池１の直流電力を二次電池１１の充電電圧に適する電圧に変換して二次電池１１へ充電す
る手段であり、例えば昇降圧チョッパー回路により実現される。また、放電制御手段１３
は二次電池１１から放電される貯蔵電力を燃料電池１の直流出力電圧とほぼ同じ電圧に変
換して電力変換手段４に出力する手段であり、例えば昇降圧チョッパー回路等から実現さ
れる。逆流防止ダイオード１４は放電制御手段１３からの直流電力が燃料電池１に逆流す
るのを防止する手段である。燃料電池制御手段１５は、燃料ガス供給手段２から燃料電池
１への燃料ガスの供給量、及び／又は、酸化剤ガス供給手段３から燃料電池１への酸化剤
ガスの供給量を制御するとともに、電力負荷１０に応じて充電制御手段１２と放電制御手
段１３を制御して二次電池１１の貯蔵電力の入出力を制御する手段である。
【００２５】



(6) JP 4430292 B2 2010.3.10

10

20

30

40

50

二次電池１１を設けた目的は、系統連系において負荷電力に対する出力電力の過不足によ
る経済性の悪化に対して、二次電池１１の充放電を利用し、経済性を良化させるためであ
る。
【００２６】
　つぎに、本実施の形態１における動作を説明するとともに、これにより、電力制御方法
の一実施の形態について説明を行う。
【００２７】
燃料ガス供給手段２から供給される燃料ガスと酸化剤ガス供給手段３から供給される酸化
剤ガス中の酸素は、燃料電池１の中で反応し直流電流を発生させる。発生した直流電流は
電力変換手段４に送られる。電力変換手段４において、直流電流はコンバータ部５によっ
て昇圧された後、インバータ部６によって電力負荷１０と同じ電圧の交流電流に変換され
、出力線７を通って電力負荷１０に供給される。
【００２８】
ここで、負荷電力検知手段９の検知する電力量に基づき、電力負荷１０の負荷電力に対し
燃料電池１の出力電力に不足がある場合は、燃料電池制御手段１５は、電力負荷１０に対
する発電電力の不足分は二次電池１１より放電制御手段１３を介して補充出力させる。
【００２９】
このとき、本実施の形態においては、二次電池１１への充電の際には、充電制御手段１２
によって、燃料電池１からの出力電圧を、二次電池１１の充電圧と実質同一に変換してか
ら二次電池１１に充電するようにし、二次電池１１から電力変換手段４への放電の際には
、放電制御手段１３によって、二次電池１１からの出力電圧を、燃料電池１の出力電圧と
実質同一に変換してから電力変換手段４のコンバータ部５へ出力するようにしているため
、二次電池１１の充放電効率を高いまま維持することができる。このとき、燃料電池１の
出力電圧と、二次電池１１の充電圧との上下関係において、燃料電池１のほうが電圧が高
い場合は、充電制御手段１２は降圧を行い、放電制御手段１３は昇圧を行うようにする。
【００３０】
また、燃料電池１のほうが電圧が低い場合は、充電制御手段１２は昇圧を行い、放電制御
手段１３は降圧を行うようにする。このとき、昇降圧の基準は、燃料電池１の出力電圧ま
たは二次電池１１の充放電圧のいずれとしてもよい。また、燃料電池１の出力電圧は、燃
料電池１を測定して得られた測定値であってもよいし、定格等に基づきあらかじめ定めた
値（固定値）としてもよい。
【００３１】
さらに、本実施の形態においては、二次電池１１への充電は、燃料電池１の出力から充電
制御手段１２へ直接電力を取り出し、二次電池１１から電力変換手段４への出力は、コン
バータ部５への直前で、燃料電池１の出力電圧に合わせた形で行っている。
【００３２】
このとき、充電制御手段１２による二次電池１１への電圧変換量は、図８に示す従来例２
と比して極めて少なく、数ボルトから数十ボルト程度、かつ放電制御手段１３による電力
変換手段４への電圧変換量も同様に、数ボルトから数十ボルト程度で少ないものとなる。
【００３３】
したがって、充電制御手段１２、放電制御手段１３の電力変換素子の電力損失（スイッチ
ング損失、リアクトルの鉄損、銅損）等が少なくなり、充放電電力量が１～２ｋＷ程度で
ある場合の電力変換効率は９０数％と高くなる。
【００３４】
また、二次電池１１の充放電効率も９２～９３％であるため、二次電池１１を使用した場
合の総合充放電エネルギー効率も高くできるため燃料電池１の出力の過不足を補う蓄電シ
ステムとして経済的な運転が得られるとともに、充電制御手段１２、放電制御手段１３の
制御回路構成も低コストに実現でき、経済性の高い燃料電池発電装置を提供できる。
【００３５】
なお、本実施の形態は図９に示す構成としても良い。図１に示す構成と異なる点は以下の
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通りである。すなわち、逆流防止ダイオード１４を省き、燃料電池１の出力を２系統設け
て、その一方は電力変換手段４のコンバータ部５と直接接続する接続経路１００ａとして
用い、他方は充電制御手段１２と接続する接続経路１００ｂとして用いる。また、放電制
御手段１３と電力変換手段４のコンバータ部５とを直接接続する接続経路１００ｃを設け
る。
【００３６】
この場合、図１より単純かつ安価な構成で、放電制御手段１３からの出力が燃料電池１ま
たは充電制御手段１２へ逆流することを完全に防止することができる。
【００３７】
（実施の形態２）
図３は本発明の実施の形態２における燃料電池発電装置の構成図である。
【００３８】
図３において、図１で示した実施の形態１の燃料電池発電装置と同じ機能を有するものに
ついては、同一符号を付与しており、それらの機能の詳細は、図１のものに準ずるものと
して説明を省略する。
【００３９】
　充放電制御手段１８は燃料電池１で発電した直流電力を電力貯蔵手段としての二次電池
１１に貯蔵し、かつ、二次電池１１から貯蔵電力を電力変換手段４のコンバータ部５へ出
力するための充電と放電を制御する手段であり、例えば昇降圧チョッパー回路等から構成
されている。電流切換手段１６および１７は、燃料電池１からの充電と電力変換手段４の
コンバータ部５への放電の電流の方向を切り換える手段であり、電流切換手段１６は、充
放電制御手段１８と、燃料電池１の出力側または二次電池１１の出力側とが接続されるよ
うな切換を行う。また、電流切替手段１７は、充放電制御手段１８と、電力変換手段４の
コンバータ部５の入力側または二次電池１１の入力側とが接続されるような切換を行う。
また、電流切換手段１６および１７は、いずれも半導体スイッチまたは機械式スイッチ等
で構成されている。
【００４０】
つぎに、本実施の形態２の動作を説明する。ただし実施の形態１と同様の部分は省略し、
相違点を中心に述べる。
【００４１】
燃料電池発電装置の運転において、電力負荷１０に対する装置側の電力の不足を負荷電力
検知手段９が検知すると、燃料電池制御手段１５は、電力負荷１０に対する発電電力の不
足分を二次電池１１より供給するため、電流切換手段１６を二次電池１１の出力側と充放
電制御手段１８の入力側とが接続するように制御し、電流切換手段１７を充放電制御手段
１８の出力側と電力変換手段４のコンバータ部５の入力側とが接続するよう制御を行う。
【００４２】
これにより、二次電池１１から出力される電力は、電流切換手段１６、充放電制御手段１
８、電流切換手段１７、電力変換手段４の順に供給される。
【００４３】
次に、燃料電池１の電力負荷が低く、かつ二次電池１１の充電に適した燃料電池１の出力
電圧が高い時間帯などには、燃料電池制御手段１５は、二次電池１１を充電するため、電
流切換手段１６を燃料電池１の出力側と充放電制御手段１８の入力側とが接続するように
制御し、電力切換手段１７を充放電制御手段１８の出力側と二次電池１１の入力側とが接
続するよう制御を行う。
【００４４】
これにより、燃料電池１から出力される電力は、電流切換手段１６、充放電制御手段１８
、電流切換手段１７、二次電池１１の順に供給される。
【００４５】
燃料電池発電装置において、二次電池１１に対する充電動作と放電動作は、同時に行われ
ることはないため、充電制御と放電制御のいずれかが動作しているとき、残りは不要にな
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る。したがって、二次電池１１への充放電制御を、１つの充放電制御手段と２つの電流切
換手段で動作毎に切り替えて行うことにより、実施の形態１では２つあった電圧制御のた
めの手段を一つにすることができ、充放電制御構成の簡素化・小型化と低コスト化が可能
となる。
【００４６】
なお、本実施の形態は、実施の形態１の場合と同様、図１０に示す構成としても良い。図
３に示す構成と異なる点は以下の通りである。すなわち、逆流防止ダイオード１４を省き
、燃料電池１の出力を２系統設けて、その一方は電力変換手段４のコンバータ部５と直接
接続する接続経路１０１ａとして用い、他方は電流切替手段１６と接続する接続経路１０
１ｂとして用いる。また、電流切替手段１７と電力変換手段４のコンバータ部５とを直接
接続する接続経路１０１ｃを設ける。
【００４７】
この場合、図１より単純かつ安価な構成で、充放電制御手段１８からの出力が燃料電池１
へ逆流することを完全に防止することができる。
【００４８】
　（実施の形態３）
　図４は本発明に関連する発明の実施の形態３における燃料電池発電装置の構成図である
。図４において、図１で示した実施の形態１の燃料電池発電装置、図３で示した実施の形
態２の燃料電池発電装置と同じ機能を有するものについては、同一符号を付与しており、
それらの機能の詳細は、図１、３のものに準ずるものとして説明を省略する。
【００４９】
電流センサ１９は、燃料電池１からの発電反応による電力を充電制御手段１２を介して二
次電池１１へ充電するときの充電電流を検知する手段である。また、電流センサ２０は、
二次電池１１からの貯蔵電力を放電制御手段１３を介して電力変換手段４へ放電するとき
の放電電流を検知する手段である。
【００５０】
つぎに、本実施の形態３の動作を説明する。ただし実施の形態１と同様の部分は省略し、
相違点を中心に述べる。
【００５１】
燃料電池制御手段１５は、電流センサ１９からの充電電流と、電流センサ２０からの放電
電流を常時監視し、それぞれ時間積分および積算演算することにより、二次電池１１の貯
蔵電力量を常時把握している。
【００５２】
そして、燃料電池制御手段１５は、二次電池１１の放電時には、電力貯蔵量が第１の電力
貯蔵量以下になると放電制御手段１３を制御して、放電を停止させる。ここで、第１の電
力貯蔵量は、二次電池１１のＳＯＣ（Ｓｔａｔｅ　Ｏｆ　Ｃｈａｒｇｅ）またはＤＯＤ（
Ｄｅｐｔｈ　Ｏｆ　Ｄｉｓｃｈａｒｇｅ）である電池残存容量の充放電特性に適した領域
の下限値であり、例えば電池容量の約５０％付近に設定されている。
【００５３】
次に、燃料電池制御手段１５は燃料電池１の電力負荷が低く、かつ二次電池１１の充電に
適した燃料電池１の出力電圧が高い時間帯などに、二次電池１１を充電する。このとき、
燃料電池制御手段１５は、電力貯蔵量が第２の電力貯蔵量以上になると充電制御手段１２
を制御して、充電を停止させる。ここで、第２の電力貯蔵量は、二次電池１１のＳＯＣま
たはＤＯＤである電池残存容量の充放電特性に適した領域の上限値であり、例えば電池容
量の約８０～９０％付近に設定されている。
【００５４】
従って、二次電池１１の充放電量を、第１の電力貯蔵量から第２の電力貯蔵量の間で常に
管理することにより、二次電池１１の耐久性が著しく向上するとともに、燃料電池１の電
力供給の補助手段構成として極めて経済的構成になり、発電装置の設備コストが低減され
る。
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【００５５】
なお、上記の実施の形態においては、充電電流を検知する電流センサ１９および放電電流
を検知する電流センサ２０を用い、これらセンサの検出値に基づいて二次電池１１の電力
貯蔵量を算出するものとして説明を行ったが、二次電池１１内の電力貯蔵量を直接測定し
、これに基づき制御動作を行うようにしてもよい。
【００５６】
　（実施の形態４）
　図５は本発明に関連する発明の実施の形態４における燃料電池発電装置の構成図である
。図５において、図１で示した実施の形態１の燃料電池発電装置、図３で示した実施の形
態２の燃料電池発電装置、図４で示した実施の形態３の燃料電池発電装置と同じ機能を有
するものについては、同一符号を付与しており、それらの機能の詳細は、図１、３、４の
ものに準ずるものとして説明を省略する。
【００５７】
本実施の形態の特徴は、燃料電池制御手段１５に対し、時刻、時間を計測するタイマー等
の計時手段２１からの計時信号と、各時刻の使用電力量を記憶する半導体メモリ等の電力
量記憶手段２２からの使用電力量パターン情報とを入力する構成とした点である。
【００５８】
つぎに、本実施の形態４の動作を説明する。ただし上記各実施の形態と同様の部分は省略
し、相違点を中心に述べる。
【００５９】
燃料電池制御手段１５は、負荷電力検知手段９によって検知された負荷電力量を計時手段
２１により時刻に関する電力として負荷電力量モニタ情報（１日の時刻と使用電力量の関
係）として電力量記憶手段２２に記憶させる。そして、この負荷電力量モニタ情報を基に
、記憶後の電力出力が負荷電力量モニタ情報と対応する各タイミングにおいて同じ出力に
なるように、燃料ガス供給手段２と酸化剤ガス供給手段３へ信号を出力する。さらに、燃
料電池制御手段１５は燃料電池１の電力負荷が低く、かつ二次電池１１の充電に適した燃
料電池１の出力電圧が高い時間帯に充電制御手段１２を介して二次電池１１への充電を行
い充電時間を確保する。さらに所定運転時間毎に、電力量記憶手段２２に記憶されている
電力量のパターンに基づいて、燃料電池からの発電出力が所定出力以下の時間帯に、充電
制御手段１２を介して電力貯蔵量が満量貯蔵電力量に達し、かつ満量貯蔵電力量に達した
充電時間が所定時間を超えるまで二次電池１１に充電する。
【００６０】
このとき、所定運転時間毎とは、電力貯蔵手段である二次電池１１の充放電特性を良好に
維持する上で欠かせないリフレッシュ充電動作を行う時間間隔であり、およそ１週間から
１０日毎である。また、満量貯蔵電力量に達した充電時間が所定時間を超えるまでとは、
二次電池１１が満充電に達したのち、充電動作を完了するための定電圧充電（押し込み充
電）であり所定時間とは充電電流がほぼゼロになった状態が２～３時間経過する時間であ
る。
【００６１】
これら一連の運転制御は、負荷電力量モニタ情報に基づく平均出力電力に対して実際の負
荷電力は変動分が大きいため、二次電池１１の蓄電量が常に補償されるような放電量と充
電量がほぼ同等になるような電力出力制御になるとは限らないため、電力量記憶手段２２
の負荷電力量モニタ情報により充電が確保できる時間帯に二次電池１１の蓄電量を確保す
るようにし、かつ二次電池１１の充放電特性を良好に維持するようにしたものである。
【００６２】
従って、電力量記憶手段２２に記憶されている電力量のパターンに基づいて、燃料電池か
らの発電出力が所定出力以下の時間帯に、充電制御手段１２を介して電力貯蔵量が満量貯
蔵電力量に達し、かつ満量貯蔵電力量に達した充電時間が所定時間を超えるまで二次電池
１１に充電するので、二次電池１１の定期的充電リフレッシュ動作を確保できるため、二
次電池１１の寿命特性が大幅に向上する。
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【００６３】
　（実施の形態５）
　図６は本発明に関連する発明の実施の形態５における燃料電池発電装置の構成図である
。図６において、図１で示した実施の形態１の燃料電池発電装置、図３に示した実施の形
態３の燃料電池発電装置と同じ機能を有するものについては、同一符号を付与しており、
それらの機能の詳細は、図１、３のものに準ずるものとして説明を省略する。
【００６４】
本実施の形態の特徴は、燃料電池１の出力電圧を検知する燃料電池出力電圧検知手段２３
を設け、燃料電池１の寿命劣化等に伴う電力負荷に応じた出力電流に対する出力電圧の低
下による二次電池１１への充放電制御における昇圧電圧または降圧電圧量の補正を行う構
成とした点である。
【００６５】
つぎに、本実施の形態５の動作を説明する。ただし上記各実施の形態と同様の部分は省略
し、相違点を中心に述べる。
【００６６】
燃料電池１は寿命劣化等に伴って、一般に図２に示すように、燃料電池１の出力電流に対
して、出力電圧が電流の増加とともに低下する特性を持っているが、この出力特性そのも
のが全体的に電圧に対して低下する方向に移行する。燃料電池制御手段１５は、燃料電池
出力電圧検知手段２３および負荷電力検知手段９により電力負荷１０の負荷電力に対する
燃料電池１の出力電圧を常時監視する。燃料電池１の負荷電力に対する出力電圧特性にず
れ（出力電圧低下）が発生すると、その電圧差を電力貯蔵手段としての二次電池１１の充
電制御手段１２および放電制御手段１３の充放電制御における昇圧レベル、降圧レベルの
補正量として調整する。
【００６７】
従って、燃料電池１の出力電圧を常時監視し、出力特性低下の寿命劣化等に伴う電力負荷
に応じた出力電流に対する出力電圧の低下に対して、二次電池１１への充放電制御におけ
る昇圧電圧または降圧電圧量の補正量を適正に確保するため、信頼性の高い、保守性の良
い発電装置を提供できる。
【００６８】
　なお、上記の各実施の形態において、燃料電池１は本発明の直流電力発生手段の一例で
あり、二次電池１１は電力貯蔵手段の一例であり、コンバータ部５は本発明のＤＣ／ＤＣ
変換器の一例であり、電力変換手段４は本発明の電力変換手段の一例であり、負荷電力検
知手段９は本発明の検知手段の一例であり、燃料電池制御手段１５は本発明の制御手段の
一例である。
【００６９】
　さらに、充電制御手段１２は、充放電手段の充電側変換手段の一例であり、放電制御手
段１３は、充放電手段の放電側変換手段の一例である。また、充放電制御手段１８は、本
発明の充放電手段の共用変換手段の一例であり、電流切換手段１６は本発明の第１の制御
スイッチの一例であり、電流切換手段１７は本発明の第２の制御スイッチの一例である。
また、逆流防止ダイオード１４、接続経路１００ａ、１００ｂ、１００ｃ、１０１ａ、１
０１ｂ、１０１ｃは本発明の充放電手段に含まれる。
【００７０】
また、燃料電池出力電圧検知手段２３は、本発明の出力電圧検知手段の一例であり、電流
センサ１９，２０および燃料電池制御手段１５は本発明の電力貯蔵量検出手段の一例であ
る。また、計時手段２１および燃料電池制御手段１５は、本発明の負荷電力計測手段の一
例であり、電力量記憶手段２２は、本発明の制御手段に含まれる手段である。また、電力
量記憶手段２２に記憶されている負荷電力量モニタ情報は、本発明のあらかじめ計測され
た負荷電力量の一例である。
【００７１】
　さらに、上記の各実施の形態においては、本発明および本発明に関連する発明の発電シ



(11) JP 4430292 B2 2010.3.10

10

20

30

40

50

ステムの一例として、燃料電池発電装置の説明を行ったが、本発明および本発明に関連す
る発明は、電力制御装置として、各実施の形態の構成から、燃料電池１，燃料ガス供給手
段２、酸化剤ガス供給手段３および電力負荷１０を省いた構成にて実現してもよい。
【００７２】
　また、本発明および本発明に関連する発明の発電システムにおいて、直流電力発生手段
は、燃料電池に限定する必要はなく、例えば電池、ガスタービン発電器、ゼーベック効果
を利用した熱電発電器など、直流電力を発生できるものであればその種類に限定されない
。一例として、図１１に、ガスタービン発電器を用いた構成を示す。ガスタービン発電器
は、図に示すように、制御手段１５０により制御される都市ガス供給部１１０から供給さ
れる都市ガスと、制御手段１５０により制御される空気供給部１１１から供給される空気
により動作するガスタービン１１２と、ガスタービン１１２に接続された交流発電機１１
３と、交流発電機１１４の高周波数の交流出力を直流電力に変換するＡＣ－ＤＣコンバー
タ１１４とから構成される。基本的には燃料電池１の場合と同様であり、ガスタービン１
１２が交流発電機１１４の電力供給量を一定となるよう運転させる場合でも、電力負荷１
０に応じて充電制御手段１２および放電制御手段１３が二次電池１１に充電または放電を
行わせることにより、電力制御を行うことができる。
【００７３】
【発明の効果】
以上の説明から明らかなように、本発明は、電力貯蔵手段のエネルギー利用効率を高めた
経済的かつ信頼性の高い電力制御装置等を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に関連する発明の実施の形態１における燃料電池発電装置のブロック構
成図
【図２】　本発明に関連する発明の実施の形態５における燃料電池発電装置の燃料電池出
力特性図
【図３】　本発明の実施の形態２における燃料電池発電装置のブロック構成図
【図４】　本発明に関連する発明の実施の形態３における燃料電池発電装置のブロック構
成図
【図５】　本発明に関連する発明の実施の形態４における燃料電池発電装置のブロック構
成図
【図６】　本発明に関連する発明の実施の形態５における燃料電池発電装置のブロック構
成図
【図７】　従来の燃料電池発電システムのブロック構成図
【図８】　従来の燃料電池発電システムのブロック構成図
【図９】　本発明に関連する発明の実施の形態１における燃料電池発電装置の他の構成を
示す図
【図１０】　本発明の実施の形態２における燃料電池発電装置の他の構成を示す図
【図１１】　本発明に関連する発明の他の実施の形態の構成を示す図
【符号の説明】
　１　燃料電池
　２　燃料ガス供給手段
　３　酸化剤ガス供給手段
　４　電力変換手段
　５　コンバータ部
　６　インバータ部
　９　負荷電力検知手段
　１０　電力負荷
　１１　二次電池
　１２　充電制御手段
　１３　放電制御手段
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　１４　逆流防止ダイオード
　１５　燃料電池制御手段

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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